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情政ロシア r工場詮督官報告集成~分析ぐ第 5 報〉

荒 又 重 雄

Vl 1906年一1910年の『報告集成3に関する初歩

的分析〈続々〉

この期間の労資関係について言言えば，1906年…1907年は1905年革命からの

労議瀧動の昂揚期であり ，1908年一1910年は労働逮動の急激な退潮期である。

これが対日戦争による経済的昂揚およびその後の不器とL、う経済的なうねり

とかさなっているo そうした変騒が，産業部門ごとのアンバランスをはらみ

つつも，工場皇室替官統計にあらわれ， :3三缶工場監管官たちの注目するところ

となっている。

108表、は工場支援人の側からの棟情および請願、の動向と処理状況を示し

ている。穣情および穀類は， 1905年版 F報告集成』以降は一括して集計され

ている。 1904年については，この合計数は1039件であったから， 19昨年まで

年々減少していることがわかる。その理由は主として，1906年)桜子報告集成j

第 108表工場支配人の機情および議綴*

審査された件数

うちベテノレプルグ

モスクワ

ワルシ ヤ ワ

キ品ブ

ポボノレジ

翌コブ

現地理器 変

事 務所での審査

* )!(aJlo6a H XO旦ara白CT君。第33茨および鋭部炎参照。
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がのべているように，勝手な退去のかどで労働者に剤事責在を帰する粥法51'

条の効力がなくなったことで、ある。すなわち，以前，工場支配人の陳情

自の第一位をJさめていたのが労機者の勝手な退去についてであったのだが，

その訴えの犠拠となる刑法第与が条は1905年 8月168付法務大間発 No.2931 

の霞状攻HpKJl5IpHbI註 pa3る前日日開設によって効ガを停止されたのであり，こ

の問状はまた，ストライキに関する刑法第1358条および第13581条と1fIJ法第514

条の処鱗規定を完全に廃止することにつし、ての，1905年8月4日付で勅裁を

得た期議の政令 rrOJlOiKeHHeにもとづいているものであったからである。

し，介入欝勝、がそれだけとりだしたときにどのような融きをしていた

のかは，合計数しかないのでわからなし、 1906年について，とくに現地で稼

された件数が潟くなっていることを，以下のような1906年版 F報告集成J

の記述とをあわせて考えると，とくにこの1906年については，工場支記八械

が防禦熊に工場監藤宮の主主力を求めた例も多かったとみられる。ずなわちい

わく，労働者の斗-争は西部辺境では極端なものとなり，労働者たちは，たと

えば，出来高鷲金制を廃止して給与iKaJlOBaHHe舗にしかつ労働尽を綴縮

せよ，休日を増せと要求し，工場所有者が乙れを拒否すると職場は薬会，

総会の場とかわった。多くの小工場では，通常の罷業のみならずテロノレの方

ももちいて，労働者たちは採用・解艇を自分たもの選択によってなす権科

を獲得し企業家はほとんどその決定の外におかれたり労働者が仲間たちの

承認を得ないで解雇されると， ~ブユI などの総織が工場所有者に対し

給与の 3ヶ月分あるいはそれ以上の額の補僕を喪求してきた。藩主はこれに

つよく反接していた。中央口シアでは，間部ほどには激しくなかったが，ニモ

スクワ燥などではしばしば同種の請願があった。ぎた， 1905年のストライキ

を経て罰金械を廃したところの工場支配人たちは，労働者ーたち

で，材料や製品を失くすると陳情し， ¥， 、かに労働者の放埼さ pac吋~'~HHOCTb

と斗かったらよいか飴言してくれと務顕した，との

1907年に工場主たちは姿勢なたてなおし， 1908年には攻勢にI:Hる。 1908年

)寂 F報告集成jは，この年度に工場支配人側からのi旅情・誘際が「著場」し，
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とくにそスグワ，ボボノレジ，ハ予コアで増加したが，その渡的ははっきりし

ているのであって，工場主たちが巌業の沈諜の中で，数率引さげ， 1905年革

命による労鴎者の獲得物の奪回につとめてし、るのである，と記してし、るo

f報告集成iはそスグワj宗主任工場監管官ののべるところだとして次のよ

うにかいているJ……工業における継続的で持圧的な傾向からして，労働者‘

たちは，一度地伎を失なって仕事からはなれると，長い間探さなく

をみつけられない，とLづ条件におカ通れた。労働者たちは自分の地位に執蒼

し，他の持期においてならきっと抵拡したであろうような労働条件にも余儀

なく耐えている。工場主たちは，労働者のこうした傾向を利用しようという

態度をとった。工場主たちが，緩周期限前に労働をはなれた偲々の労働者さと

刑法51'条にもとづいて告訴してくれとの要求をもうて，再び工場監督官役訪

れたのはこの時節に特徴的である。支説人の叙1]からの陳情があらわれた。銀

出は，労働者の不遜な管行，ヱ場の財産の私消，仕事の設、慢である。二れら

の多くは誇張さ5れていた。……;意壌といっても，のちにしらべてみると，い

つものように働いていたの支配人側からの陳'椿で唯一の公正なものとみとめ

られる務自は，身体授受者の蕗止ののちにひどくつよまった窃盗 Kpa)!{aであ

った。これはたまたま労働者たち自身によってもみとめられていた。それゆ

え支記人たちは，労働者が工場から退出ずるさいに身体捜索する権利を工場

内線に再び?をめるよう，工場麗ノ欝官にたのみこんできた。j

「工場内規にそうしたパラグラフを入れることは許されないとの解説 pa-

3bH加古I-!He以後に工場支配人たちはこれを特射の藤沼契約の中に含めはじめ

た。工場主たちが，以前にはあまり注呂されていなかった労働者の麗用契約

を，導入しようとしイこ離拠は，モスクワ工業地帯工場主協会 06meCTBOφー

a6pHKahTOB H 3aおO.ll.'lHKOBMOCKOBCKOrO IlpO泌blWJI告白日oropa必OHaがメ γパ

ーを指導するために作成した雇用契約 yCJIO服部副腕とご仁場内鋭 rrp詰BHJIO

BHyTp在日Horop註CI10pH.lI.Ka.~この家案で、為る。…口この草家は三三つの部分にわ

けられているo 内に貼り出される採用条件 yCJIOBHerrpHeMa， 工

場内規である。採用 られているのは次の一点で、ある。すな
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わち，労勤者は身体検査ののちはじめて採刻されること。このJ誌は1903年 6

月2日法の結果としてあらわれてし、る。原用契約は18パラグラフからなる。

そして詳綿に労働への支払い規定，ストライキのさいの工場管理部の行動様

式がさめられていた。以下のごとくである。勝手に労働右中断じた場合，そ

のことにより議業中止がおこらなくとも，労{織がなされなかった時間の賃金

は支払わないし，労働時間とはみとめない。もし一部の労働者‘の労働中断が，

卒業所全部の休止をひきおこしたり，あるいは幸子職場あるいは各労i識者グル

ープの作業の休止をひきおこしたら，……支払いは労働を中断したものにも，

そのために労働を継続できなかったものにも，どちらにもなされない。

肉親は38パラグラブをヂ予定され，日給・時総給から出来高給へ労働者をうっ

すこと，その逆，藤沼条件その他にもとづいて発生するかも知れない不満や

あらゆる誤解を表明 3aH磁波1m告する秩序について詳紛に検討、していた。労

働者たちが1905年一1906年のストライキ間に護得した特典たとえば休暇，労

災以外の病気のときの扶場金，経産婦への扶場金に翻しては革案は全くなに

ものべていない。一

けていた。J

ちはそれを文書にして菌定化ずること

1908年版『報告祭j衣Jは，同様にしてベト口口ブスカ

の口を借りて，支配人たちの陳情，請額が，労働者全員解艦， しかるのちに

あたらしい低い霊堂率をも"?て蒋雇用するといったやり方と結びついた攻撃的

なものであったことを指摘している。バグ…県まを工場麓督官によれば，バ

ター県での問題は住宅であり，解躍された労働者が工場内規できめられてい

る期間，通常，住諸問apTupa7!3，宿舎 Ka3ap糊の一隅附CTa3自の

罷度内に明け渡さず，居住しつづけていることで、あったO

1909年に減少した工場支配人の陳情，請願件数は1910年に再度増加してい

る。そして1910年京『報告集成Jは，その内務にからんだ労資調係について

記述している。内容はもっぱら労働者の勝手な退去である。日く。キニ払プ

でぬ夏期に労働者を引き留めるために，撃ベデロ祭 (1日6月29日〉までにや

めるものには法い賞ネ 9月中ばまで勤続ーする約束のものには潟い質率で支
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払ったO 与ころが労論者は契約を絞りや途でやめる。ペト持コフスカヤ県や

カリシ燥では，労働者たちはより高く支払ってくれるところへと流惑するO

燦瓦工場主たちは，訟の工場から，契約期間な守らず¥あるいは 2適問の予

告期絡を守らγに去ってきたものを履い入れぬよう協定。ところが詩療のレ

ース工場では，製品への需要大なるために，反対にしばしば他の工場の労鱒

殺を誘惑して引き抜く。サラトフ煤およびサマラ燥では，収穫がよかったた

めに野良や波止場での労賃縁寅し，労働者たちは煉瓦工場や製材工場から逃

げ出す。煉瓦工場はやむなく機域化。クーノレリヤゾト煤で、も 1月-2)きに

詰借金たうけとって 4}きに働きにきていた煉瓦工場の労縁者たちが，他の工

場のより高い食金女知り，冬になした契約の履行を題避しようとll.ち去る。

とはいえ，こうした察側iへの工場支記入の不識は! 1905:俸とその夜後のよ

うな，労働連動に押された:伏譲における不満に比して攻撃的ではあるが， し

かし資本制的労働市場の展開に反対するようなものであるかぎり，みたさ

れないであろう。そして，そこに，労働者側の良撃の芽もひろんマいたとみ

られる。

次に，労機者側からの蹴情・

!致者数の動向は第 109表のとおり

て分析を試みようの件数と隠係労

る。件数は1904年以前に対して1905年

以降はやや高い水準で推移し，ピークは1907年一1908年にある。これに対し，

i鶏係労働者数は， 1905年一1907年に， 1904年以前の水準のニ告に議しており，

ピークは服部長いであるが，のち急激に減少して， 1910年には1904年以前のi1<

もどっている。この動きから何がよみとらるベをであろうか。

い変少し立ち入ったデータとして，第 110淡もるわ司会検討することにする。

ここでは1905年-1910年の期間の動きが工場管思別に示されており，加えて，

全帝国の合計数についての現地審査と事務所での審査とへの仕別けがなされ

ている O 審主主状説から先にみると，現地審査件数は1905年と1907年について

多く， 1906年にはさほどめだたない。ところが現地審資事件に関係ずる労{務

者数は， 1905年から1907年まで15万人会で推移し， 1908年以降とはあきらか

vこ異なった島部を示している O つい ごとの欝きをみると，件数におけ
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第 109表労働者の陳情および請願 I 

陳 ↑育 詰A 出現 メ，c>¥ 計

千平 数 手ド 数|人 数 件 数|人 数

1900 9，863 23，997 

1901 13，736 47，908 4，333 22，654 18，069 70，562 

1902 13，289 56，791 6，571 25，404 19，860 82，195 

1903 13，029 42，843 5，224 28，755 18，253 71，628 

1904 12，681 39，226 6，866 23，695 19，547 62，921 

1905 22，723 190，125 

1906 19，704 191， 587 

1907 25，324 180，845 

1908 25，195 128，651 

1909 24，098 91，299 

1910 25，109 88，523 

第 110表 労働者の陳情およひ官青願 ll* 

I 1旬5 I 1蜘 I1町 I1908 I 1909 I 1910 

審査された件数 22，723 19，704 25，324 25.195 24，098 25，109 

うちベテルプルグ 5，875 5，465 7，449 6，378 5，908 5，441 
弓壬 ス ク ワ 5，008 4，920 5，810 5，487 5，614 5，614 
ワノレシヤワ 4，593 2，505 3，100 4，075 4，229 5，049 

キ 二" フ 2，353 2，066 2，704 2，629 2，497 2，502 

ポ ボ ノレ 、ン 1， 940 2，100 2，354 2，283 2，536 2，913 
ノ、 リ コ フ 2，954 2，648 3，907 4，343 3，314 3，590 

関係労働者数 190，125 191， 587 180，845 128，651 91，299 88，523 

うちベテ ル プ ル グ 38，916 48，083 41，726 24，059 22，443 15，279 

モ ス ク ワ 87，746 93，376 89，117 49，033 30，745 36，643 
ワルシヤワ 23，694 1:;'，910 8，423 13，470 10，591 8，810 

キ ー」 フ 8，783 8，003 9，898 9，762 7，221 9，126 

ポ ボ ノレ ジ 7，620 10，149 10，402 6，638 6を473 9，262 
ノ、 リ コ プ 23，366 19，066 21.279 25，689 13，826 9，403 

現地審査件数 9，617 7.089 9，013 7，500 7，078 6，883 

関係 労働者数 155，546 159，841 153，400 84，547 62，655 61，228 

事務所での審査件数 13，106 12，615 16，311 17，695 17，020 18，226 

関係 労働者数 34，579 31，746 27，445 44，104 28，644 27，295 

* )I{a且o6aH llpoc'b6ao第38表，第39表および第40表参照コ
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るピークは，ペテルブノレグ，モスグワ，キエブ，ハリコプの諸工場管区にあっ

ては1907年一1908年とみられるが， ワノレシャワ管区ではむしろ1905年と1910

年という両端において高く，ポボルジ管区では1909年一1910年において高い。

関係労働者数のピークは，ペテノレフVレグ，モスクワ両管区において1906年で

あるが， ワノレシャワで1905年，キエフで1907年，ポボノレジ1907年，ハリコフ

で1908年となっている。これら諸工場管区ごとのうごきのちがし、は，当の数

値が申告された件数ではなくて審査された件数で、あるという事情では消しさ

ることのできないものと考えられる。

労働者の陳情・請願の動きが，労働運動の波と，おおまかに言って，いわ

ば正の初日闘をもっていることは，関係労働者総数の動き，さらには現地審査

事件における関係労働総数の動きをみれば明らかである。ペテノレブノレグ，モ

スクワ両工場管区における関係労働者数の動きもそうである。とはいえここ

でも，件数はやや異なった動きをしている。労働運動の波の高まりは，集団

的陳情や請願の比率を，さらにその集団の規模を大きくするであろう。そし

て，労働運動の一層の展開は，労働運動をこうした陳情・請願行動の形態か

ら脱却せしめもするであろう。そのかぎりでは，労働者の陳情・請願行動の

動きは労働運動の波と負の相関にあるといえる。

1906年について，ヘルソン県主任工場監督官は，陳情・請願労働者数の減

少を次のように説明していた。それは「労働者の職業組合の活動によるもの

である。それらの組合は，近年，とくに1906年に，労働者の訴え )KaJJo6aを

解決したのみならず¥訴えの理由そのものをなくするよう工場主たちに強制

し，陳情を予防しているのであるJ，と。ベトロコフスカヤ県主任工場監督官

の報ずるところによると， 1906年に件数は半分になり，その中に含まれるロ

ックアウト反対の 1件 (6303人〕を除くと 1308件 (2757人〉にすぎない。こ

れは労働者の自主性の一層の発展ゆえであって，この年に少なくない労働組

合が生れ，労資聞のゆきちがし、を仲介する活動をはじめ，それがめざましい

成功を収めて労働者の中で、権威をたかめたのである。そのうえ，工場支配人

も工場監督官の介入を求めず，監督官は自分の管轄地区のストライキをそれ



44 (300) 経済学研究第26巻 第2号

の終結後に知ったりするありさまである，と。ヴィツテプスク県主任工場監

督官日く，労働者たちが工場監督官の公的介入から孤立してゆく傾向はうた

がL、もなく前年より進行した。労働者の組合に関する規則の実施以降，組合

に結集した労働者たちは，労働者と雇主とのあいだにゆきちがし、が発生した

あらゆる機会に，ちゅうちょなく自分たちの力を利用したからである，と。

モスクワ県主任工場監督官が1906年についてのべるところでは，r労働者た

ちはさまざまな事由をもって監督官のもとへおとずれる。なかでも多いのは，

ストライキのさいに，自分たちの要求がとおるよう配麗してくれと要求する

ものである」。モスクワの武装蜂起鎮圧後の平穏期に，工場主たちは1905年に

労働者が獲得したものをとりかえしはじめJこれは労働者の反抗をよびおこ

し，一部の労働者はストライキに走り，一部は監督機関に協力請願にむかった。

労働者の一部は特別市長官にも訴えにゆき，特別市長官は声明 3351BJIeHHeを

出して，以前に労働者と結んだ協定に違反した工場主たちは，自分の工場の

保安について警察当局に期待しえないだろう，とした10
1907年版『報告集成』は，とくにモスクワ工業地帯について，r労働運動の

発展期に縮少していた工場監督官の仲介活動が再び活発になった」とみてい

る。しかし，ベトロコフスカヤ県では，労働者の独立的活動がつづいていたと

みられる。主任工場監督官の報告によると，労働組合は1906年 3月4日規則

以降，合法化しはじめ， 1906年末ロッジの大ロックアウト (5大綿業工場，

労働者2万人 5ヶ月)は労働組合の発展を刺激した。 1907年なかばにロッ

ジだけで20の登録組合があり，うち 6つは繊維産業にあった。この地方には，

1886年 6月3日法がこの地に施行(1891年〉される以前から織工組合があり，

多くの大工場には疾病基金もあったので，労働組合発達の基礎があったこと

になる。労働組合は，職業，民族，宗教によって団結し，ー職業，一地方に

複数の組合ができた。工業家たちも，工場主協会やシンジケートをつくり，

労働組合代表と交渉に入り，ときおり協定に達した。

1908年についてみると，当該年度版『報告集成』には，やはり注目すべき

工場監督官たちの観察が記載されている。すなわち，モスクワ管区工場監督
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宮は次のように報乙てし、るJ陳情や議療を申し立でた労働者数の低下および

それ以上に被らが申し立てた泰也数のいちちるしい低下は，うたがいもなく，

詩年から観察されている工業生活のテンポの遅滞の反映である。荷品販路に

おける市場の停滞のため，最大の，かつ濁転資金の豊富な工場でさえも，

還を削減，問時に労機者数割減の傾向な示しはじめた。こうした最近の事情を

はなはだよく理解し計算して，この隠難な時期tこ地位を失なうことをとおそ

れ，飽に適職なく賃金えられなくなることをおそれ，労働者たちは，あ~ら

かに，もっとも護大な感情になってはじめて陳情や議離宏なしたのでるるJ，

よベト開コブスカヤ系でも労{勤務は後退しているが，抵加工つよい。

工場監督官の報告によると，この地における陳情ーの増大は，どんな手設をも

ってであれ，自分たちの獲得した特典を廃止しようとする企業家の話勧に抵

抗しようとする労働者たちの努力によって説明される。

バター県には， 1908年にも強い労働運動の波がある O 主任工場監替宮の日

く，rこの年震において若干の商会の労観者状態は絶望的である。労賃は期設

どおりには支払われず，労働者たちは自分の簸ぎを一部分づっ 1ヶ月連れ

2ヶ月遅れしで、うけとっているのこうした支払いの不正確さは労働者たちをか

なり動揺させており，労機者たちは群衆をもって工場監督官のもとや特別市

長官のもとへ持しかけている。……労働者たちはしばしば罷業をおこし，…

…罷業は瀦常，鉱業家たちが賃金の一部合支払ったときにはじめてや止され

た・.....Jo

1909年に入ると，際欝・請願の件数・関係労観者数は減少つづき， 1件当り

労働者数も減少する。モスクワ管区では件数がやや増大しているが，その中

にあるそスグワ煤主任工場監督官の報ずるところでは，労働者のやには，例

外的な印麟労働者安別にすれば，的らの組織の存在もみとめられず，集閉経j

さえめったにみとゐられなし、。母子労鱒者は耗の支援もなしにEE舗に反抗

している。カノレー のべるところによると， (モスクワ

-ウラジミノレ・ヤ官スラグザの監督官たちもひとしくみとめていたところだ

が，個々に陳情にくる労働者の大部分は，すでに解緩されてしまったものたち
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であった。英対に，薬問的陳精試翠役労働者からだされた。とはし、え， ζ う

した場合でも，労働者たちは中 L立てをおそれたり，あるいはその申し立て

lき令いに出さないでくれとたのんだりした。 であるの

この全般的傾向の中にあっても，労働組合が健在であったベツサラピア県で

は事態がちがっていたと『報告築成jはのべている。

このようにみてくると，領人的陳情・譜爵，その件数の増大，集E重量号線!'f苫

その競模の拡大，やがて独立の労働者・組織による資本家およびその

総織との蔽接交担かという発展が労働運動の前進に伴なっており，労機連動の

とこれら形態のウエイトの変化とがあい伴なってし、たことがわかるo

1910年は決して1902年の再現ではなし、。髄人的斡清行動の層の厚さに変北が

あったとみられるからである。

111表，第 112表，第 113表は労働者の糠情・欝臓の議事由J.l1j構成である。

事由数は際係労働者について複数あることもあるから，大きい数になってい

る。総数のうござをみると，ピ…クは1907年となっている。事由数の多いも

のは，総い原料・不適な賞率による低繋金，賃金j毘欠語e，賃金j家主主の不正と

賃金談額といった賃金関係，ついで期限語解説で、あり，つぎにおにとまるの

は労働力損傷補盤額の不充分または不支給事腕病地ののちの就業拒奇，さら

に叡暴な態度または鼓打で、ある。 24顎吾に分額された事誌!の構成や変動は，

労働者の経済的状態や労資の欝係の変誌を反映しているとみられる。

察眼前解雇という労働者側のゆし立て事告は， 1905年以降の事懇の変化と

ともに内容に変生をおこしている。予告なしに工場を去っても，まったく労

機殺が罰せられなくなると，こんどは支配人も予告なしに労働者を解濯しよ

うと系統的に努力した。期間の定めなき襲用にあっては 2璃間まえに予告す

べしとL寸制定訟は，労資双方にとって賂介なものになり，労働者は大てい

その 2:i譲践を働きつづけることをのぞi 2逓鶴分の賃金の前わたし

して工場から去っ足。とはいえ，そうした慣行がスムーズに確立した

というわけでもなかったらしし、o 1907年版『報告集成jによれば¥モスクワ

際主任工場監督官の指携するようにJ労働務の中には深く こんだ縫信す
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第 111:表:労働者陳情請願事由別構成 I 

I 1蜘 I1907 I 1908 I 1909 I 1刊

総 数 2IJ8，281 266，452 155，964 110，917 117，925 

期 限 目U 解 雇 13，423 18，163 12，942 11， 282 11，5IJ5 

2 労 働 時ー 品う 短 縮 1，9IJ7 4，5IJ3 2，IJ12 2，539 2，396 

34 時そ違!l)の反他間職労働に外時間労に引働、ての珪曜用制条
1，461 1，787 2，229 2，469 2，8IJ1 

4，578 5，814 3，514 6，892 8，589 

5 件他 かわるよう強制 2，718 1，735 1，016 889 1，367 

6 住居についての雇用条件違反 2，097 3:878 2，153 930 995 

7 賄についての雇用条件違反 2，112 1，900 1，087 447 332 

8 医療扶助についての雇用条件違反 2，387 6，786 2，794 1，184 1，064 

9 売庖での販売についての不正 3，426 5，849 1，570 660 1， 160 

10 賃金支払手帳又は引換証不支給 2，666 3，014 2，959 2，671 2，300 

11 賃金支払手帳への不正な記入 2，337 3，097 1，860 1，858 2，IJ79 

12 賃 金 遅 欠 同己 12，046 17，762 27，596 14，126 11，718 

13 賃賃金算定りのに不賄正や物と品賃う金け減と額 13，010 15，192 15，315 8，844 11， 149 
14 金のかわ る

730 138 139 383 288 
加と強法iljil 

15不な 賃 金 控 |徐 3，558 7，109 1，929 871 1，998 

16 不 正 な 昔ij 金 1，594 6，683 709 1， 917 1，254 

17 旅 券 の 不 支 亦。&U 580 525 2，880 991 1，608 

18 粗労ィ重賃剖、金働充品金暴分丈基損詩な金害句態補か、償度額二ま た は 殴 打

6，534 9，478 5，849 2，700 8，167 
19 の不支給または

6，605 9，077 8，285 6，969 8，576 

20 のちの就業組否{J& 6，236 3，755 2，534 1.747 1， 948 
21 ~Hw;f4 ， /j'J査な賃率等による

38，381 32，890 16，546 15，357 13，485 

22 らの扶助金不支給 1，074 5，665 1， 102 807 655 

23 就 業 証 明 不 支 五合 400 295 302 241 266 

24 そ の 他 78，421 101，351 38，642 24，143 22，225 

第41表参照，事由番号19以下に変更あり。

なわち解雇とは何か科があったときにのみありうるのであり，解雇には重大

な理由がなくてはならず，支配人はそれを労働者に指摘する義務がある，と

の確信があった。」

同じくモスクワ県主任工場監督官は， 1908年版『報告集成』をつうじても，

また語っている。「この 2年間，労働者を短い期間ぎめで，しばしば 2週間，

他の場合には 1週間ぎめで労働者を雇用しようとする努力がひろがった。こ

れは労働者の不満をひきおこし，集団的な抗議をさえひきおこしたが，今の



48. (3むの

今

L
q
u
A
a
F
h
d
氏

U

7

f

Q

U

9 
《

H
U
1
i

川
正
当
パ
V
A
ル

1
q
J
w
n
h
ν
7
I
n
o

i

-

-

1

1

1

1

1

1

 iき?

n
u
'
t
今
正
ハ
ペ

υ
4
6

勺
乙
ハ
/
h

今

£

今

J
h

勾
乙

怒済学研究第26警告第 2~・

第112表労働者の陳情誘綴薬取JJIj構成 11 (1908) 

147 
935 

1，050 
265 

1，854 
817 

1，113 
506 

241 
188 
669 
231 

33' 
134 
454 

ザ コ フ

3，207 
293 

406 
590 
124 
138 
38 
685 
952 

1， 121 
486 

8 

4，918 
1， 914 

g 

646 
60 
200 
677 

1，463 
947 
901 
306 
113 

10，157 

30，350 

q
u
守
リ
ハ
u
n
U
プ
2
n
h
v

F
h
J
'
8
5
5
5
e

ヰ
ー
つ
ら
ヴ
f

つ
ム
‘
i
η
L
τ
i

459 188 
388 

1，337 
2，065 

95 
158 110 

ところ労縁者にとっては，きしたる成果もなく終ってし、る。法律に一定器開

ぎめ麗用についての最小限がきめられていないのは，際患に観ずる法の不足

とせねばならないのこうした誤度がきめられていないこと，また省の混行解
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約破楽に 2
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督官は 2調鈎以下の雇用を許可しないようあらゆる弊力をしつつ活動して

L 、るよと。

1909年}仮「報告集成』も，指織しておくに植することとして，モスグワ

の多くの卒業所にひろがっている 2週間の援用契約と，この契約の更新をも

とめる労働者の霧車認についてのモスクワ管区工場監後宮の報告を記載してい
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る。さらに1910年版『報告集成jも 2週間あるいば 1週間に限っ

出来する労働者からの諌惨・講願申し立てがそスタワ，ヴイノレノ，品カテリ

ノス'7'7，オロネツのぞ手県で工場監督官の注目をひいていること，こ

らしい雇用形態をほとんどの労働者たちは鶏黙の定めなき雇用と産別してい

ないこと，さらに，ヴイルノ係で，ある事業所は，一部の労働者を数日の謡

ラそのうえ3義務の定めなき雇用の労犠者より長い労働おでやとっている

こと，之と指講じだし、る。

就業証明不支給という誘導出についてi底解ーするための材料が， 19061!三につい

てのぞスグワ媒主鉦工場監督官の報告の中にみられる。すなわち，解雇され

た労働者はしばしば，就業寵明書 CBIi)J.ξTeJlbCT忍o0 CJlyiK6告の発総合要求

した。多くの工場では解震のさいにそれを交付したが，法律にはそうしたも

のの発給の義務が記載されてなかったので歩しばしば拒否された。繋金支払

手帳は， 1898年 6月16日付沼状 (No.19601)で総告されてし、るようには，こ

うした証別識のかわりにはなりえなかった。というのは，賞金支払手帳"a:'，

事務所に保護2すべき文書と考えて，最終的清算ののちにも労働者tこ渡すこと

もあったい労働者たちも，欠勤だとかぎl.!金だとかg分たちに都

合のわるいことが記入しである手艇をもっ ることには議定し

なかったから る，と。

メシバ{あるいは薄衣食の粗暴な態度や設打への不満が，労働者から

いつも一定数申し立てられてL、ること誌，帝政口シア労働者状態の特徴を示

している。第41表と第 111章受と会照合してみるとき，この事EEl数には1904年

以前と1905年以後とにある段階の相違が感ぜられるo 労働者側の

まりに対するに，支配人舗の議裁の変化の小ささとがぶつかっているもので

あろう。 1909年寂『報告集成Jは，ハザコフ管底工場航督官が，なぜ、かその

事由が多い?とのべたこと し 1910年版は，ウラジミノレ県， コストロ

マ県で、これを事おとする集聞陳情が尽だったことを記している。資本家似IJの

攻撃のつよまりと，労働滋側の寂誌の芽とが，ともにそこにあらわれている

とみられる。
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罰金制震や労災補撲額震についてはずでにふれたが，そうした舗度とその

変化とにあらわれている慈恵能労働政策および家父長昔話的労務管恐とその議

まりとが，労働者の諌情・ にもあらわれてし、る。ウラジミノレ県主任

工場監督官試， 1906年について，かつては数10ループ予にも途した娯金基金

からの扶前金が 2~3 ノレーブワに削減されたことからひきおこさ

ついてのべており，間年，モスクワ祭主張工場監督官拭，労働者たちが，1905

年のストライキを通じて護得した，労災以外の鋭病にも 1ヶ月乃主主2ヶ月間

賞金の半額あるいはそれ以上を支議させる制度を，維持発燥させるよう，ま

た，労翰力部分喪失のさいの解雇の拡大をくいとめるよう，さらに議令・職

よる解雇には年金をづけるよう請願したこと，そしてこの要求に冷た

く対した藍督官たちは，労働者の不満をよびおこし，労働者たちは，法はた

だ工場のみを出議じていると不平をのべたこと，を報告している。

労災機僚の義務のつよ変りは，資本家たちをして家父長制的な畿の節約に

むかわしめ，これは労働者、たちをあらたな権利要求にむかわせる。 1909年車交

f報告集成jには， トウラ終主任工場監督官が，労災による労働力部分爽失

のゆえに解議された労働者からの再扇舟嬰求についてのべているし， 1910年

阪にも，モスクワ工場管区の諸燥で，労災の被災者たちから

がしばしば申し立てられたこと，モスクワ県， ワノレシャワ終，グ P ドノ県，

カザシ県，カ/レーガ県， ザヤザン県などで，労災以外の疾病時の手当支給，

高令者を職に留め，永年勤続者に年金をつける等の要求をもった請願がしば

しばみられたことが記されている。

事由数において第 1位な占める低賃金，賃金波欠配，繋金算定の不正確は，

112表にみられるとおり，とりわけモスクワ管区に多発している。モスグ

ワ管区工場駿督官の言(1910)によると，依賞金という事由誌とくに小企業

している。周辺の平均繋金とくらべての低さを工場監督官がどの翠度

調整しえたか誌のべられていない。賃金遅欠配は，訴訟によって法廷にもち

こむことも可能な事由であったが，労働者たち拭工場監餐機鴎にもちこんだ。

の売行~不嬢から事業所が全く運転資金に窮してそうなったこともあっ
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たし(1908)，労勤務の離職をどi訪ぎ，離職による損失を予拐しようとする小企

業の努力安示すものであることもあったくまれの。

賃金算定の不正確としづ事由にからんでは，穏々のケ…スがあった模様で

ある。 1907年，モスクワj祭主任工場監脅1ぎは，次のように自分たちの活動さピ

報告している。いわく，1しばしば穣情の率由となっているものの一つに，手

識工場所有様たちが，飽の工場ではすでに実施されている新しいやり方，す

なわち準謀者{作業への別途支払い，を認、めようとしないことがある。……ある

宅畿物工場で工場監督官は，大部分の労働者の湾主主をえて，そうした作業の

一部支払いを実施させることに成功した。しかし一部の労働者は，向種の工

場でも様々な秩序があり，あるところでは準髄作業に支払われるが，イ惑では

支払われていないことを理解できず，裁判所にむかった。二つの審級で後ら

試結局敗れ，それ以上は中止した。新らしいやり方をど実施ぽよとの薮督官の

説得にじないで，弁護士;をたてたりしていた工場所有者たちも，給与高は労

働者の要求を考麗した議居率の採用を決支ちしたJ，と O 同様のまさつは多

給を採用しているベノレミ県の鉄工業にもみられた。

Jその他，こc湯量ま督官たちの注目をひいたものには，時筒外労畿への崎支払な

いことへの(1908，モスク.ヮ県)，工場主側に資めのるる休業に支払わないこ

とへのく1908，モスクワ県， 1910，ウラジミ/レ県)，検査ではねられた品物な

労働者に強鎖的に売りつけたことへの(1909，ぷLスト芦ヤ γ ド〕不満があっ

たの

カリシi祭主任工場監督官によると，賃金に隣す

縁者と披に震われた繍劫労働者との欝係もあった〉。またカノレ

監督は，議布・蜂染工場に普及しつつあった徒弟髄農についてのべているc

f徒弟たちは，自分たちの賄分として，毎月，第 1 年目は 7 ノレ…ブジ，議~2

年間は 8/レ…ブリ，第3年院は 9ノレ…ブリを支払いをうけて 3ヶ年の生存期

に入る。 3年経たのち，彼らは出来高給をうけとりはじめるが，そこから，

3年簡の能弟器開に工場売癌からもち出した物品や，欠勤日全部が幾引かれ

る。これら控除が大きいために，徒弟を終えてのおの 3年間は嚢金はほんと
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にわずかで怠る。たとえば，徒弟後2年半たった労働者が職工総CTε?とし

て他の工場に入って，質本で働いても，まるで諮11線不足の労働者・のように月

におノレーブリも，総額 150ループリにいたるまで議引かれるのである。 1896

年ら月31日付路状 (13..ll.T.H M.， .110， 12985)によって，法に反するような

持艇の契約条件を両親との関でなして，これにもとづ~おこなわれる米成年

れない，と解説されている。しかしこの部状は，被傭者自身

の賃金支払手帳に，通常繋金の半分にさきるような月10ノレ…ブリといった額の

引去りを徒弟奉公合連出になすことを条件としてかぎこむことは予親してい

ない。徒弟m 労働者と麗主とのこうした不正常な関係からのがれるためには，

工業法規に能弟に関する条文を附加することが必要であるかに思われるJ警と。

労働時宿jに関する事自については， 1910年寂 f報告集成Jが少し触れてい

る。ウラジミル燥では，日曜と祭践の前夜の労働日短縮，モスクヅ県では時

開外労働強制がゆし立てられた。これに対し， トウラ県では精糖工場の出稼

労働者が，日羅臼にも時間外労働jさせてほしいと均し立てん。

最後に，いま一つ，大マユエたブアグチュアで採用された麗民管理について

の報告に離れなくてはならなし、すなわち，ニL ストリヤンド

，あるマユごみで詰，微罪のかどで，犯人のみならず親戚をも解濯し， ωマ

ニユユに対する訴訟?とこ入った労働者の家族をも解雇してしまう， と報じていた

し，モスクワ管区工場監督官は，ウラジミノレ燥の若千の大マょニユププクチュ

アで，窃盗，境嘩，その他で誌のある労働者は，全縁故者を含め解騰し，

工場に採用する年令誤界を40::tと設定する，といった管恐がなされていたと

じている。

さて，まわし立てられた鶴橋・請願の事由は，工場策督官によって，制定さ

れた法規に照して， の内符がもっともであるかか努力るを判定される。第

114畿，第115潔，第 116表がこれについてのものである。まず帝霞全体につ

いての数値からみると，根拠ありとみとめられたものの見率には年度ごとに

かなり

犠拠ありとさ

とめられる。 1905年一1907年はゆし立てられた喜多出数多く，

も高いが， 1908年一1910年は取し立てられた事由数少
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なし根拠ありとされた比率も{廷し、。もっともこれは各 3ヶ年を括ってみた

り， より微視的にみると，前年に比率して泰也数j校大したまドには，

比率は低下し反対に，前年に比して事由数減少した年に誌比率は商まってい

2 る。こうした傾向は，第 114霊祭の工場管i玄震に社分けしたところでもすべて

あてはまるというわけではなし、しかし，ある裂畏そうした傾向な認

めさせる動きはあるといってよいであろう o 大きな拶~iきは，労機運動の昂揚

期には，労働者側の要求の期実さが工場鞍督官に強く部象づけられ，反対に

労働運動の後退期には，資本家側の態度の合理肢が工場蹴督官に主主く印象づ

けられる，といったことと結びつけて考えられうるで為ろう。小さな動さの

方は，労働者が積極的に動こうとするときには，彼らの袈求は法の予ま立する

第 114表根拠ありとされた事由 ! 

夜間

A ~繁資された毒事務
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16，353 208，281 

25，108 266，452 

30，350 155，964 
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岱 61
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ヰ8.0
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議患の枠から泣み出し，労働者の裁きが消;極的なときは，それで、もなおなさ

れる申し立て事由は，法の予定する慈恵の粋需である可能強がつよまる，と

いった関係で説切されうるであろう O

114表において，次に法隠されるのは，モスクワ管の動きである。 1905

年から1907年にかけて，申し立てられ，審査d:れた率泡数は急増し，かつ根

拠ありとされた楽曲数は急減し，その全体へのよ七芸春はさらに急激に減少して

いる。 1905年の79，0%から1907年の13，6%への減少は異常といってよいほど

である。それで、，いま少し立ち入って分析するために第 115表を持威し

式こO ウラジミノレ， コストロマ，モスクワの 31壌は，いず、れもモスクワ

体の毅;きとそろった畿きをしている。しかし，きわだってその務きを体現し

ているのはコスト口マ県，つづいてウラジミル県で、ある。;念、のため，出宙開

となる鮫督地誌について機関メンバーの氏名を調べてみたが， 1905年から

1907年まで，モスクワ管区工場監督官，その次総，ウラジミノレ，ロスト口マ 2

モスクツ ，それぞれ間一人物で、あるσ ウラジミノレ県，

コメトロマ燃の;地区工場監督官についてみても， 1907年について新任が 1名，

IIt、たもの 3名がみとめられるが，あとの12名は同一人物であった。

第 116表によって，その持ーの工場監務官たちが労働者の申し立てる事出

について， ，急速に激しし じて行ったことの意味を，いま少し

探ってみよう。みられるとおれこ，事由の種類によっては， 1907年について

も1905年についてと錦じく，かなり高い比率で根拠ありとみとめられたので

ある。事密接号'12(ウラジミル)，事由番号司 9 (モスクワ〉はその代表的なも

のである。これに対して，事由番号、13Cウラジミノレ， コスト口マ)，

15 (ウラジミノレ)，事由害義母18(ウラジミノレ， コストロマ，モスクツ)，

号21および24C ウラジミル，コスト p マ，モスクワ〉は，その反対の動~で

きわだったものである。すなわち， 1905年にはほとんどが根拠ありとされ，

1907年にはこんどはほとんどが根拠なしとされたの る。ヌストロ?県に

きわだってみられた事出番号 1も，そのグループに入れてよいであろう。そ

れぞれのグル…ブ i村容について ると，先のグループは慈恵的労
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働政策の内容として限定され，その意味で安定したものであり，後のグルー

プは慈恵的労働政策として内容の限定がなしにくく，その意味で，まさに慈

恵的なるがゆえに，この時代に破たんしかけているものであることがわかる。

まさにこれらの項目において労働者の要求は大きく伸縮し， 1905年革命とい

う全くあたらしい体験のなかで，工場監督官たちの判断基準も振幅したこと

であろう。

制度の当初の構造からすると，陳情については，現行法に照して根拠あり

や否やを審査し，根拠ありとせば工場支配人に是正を要求することになるが，

請願の方は，現行法に直接の根拠なくとも，労働者側の言分を聞いた上で，

労資聞の誤解ないし行きちがし、をほぐしながら和解のために介入することに

なる。実際には，この双方は労働者側の行動の中では充分に区別されておら

ず，工場監督機関の側も， 1905年以降，これらを一括した表をもって行政報

告なすにいたっている。そこで第 117表が作成されることになる。この表に

みられるように，根拠ありとみとめられたものの比率の高い年には(第 114

表，第 115表照合)，根拠なしと却下された陳'1育の比率は低下するし，反対に

根拠ありとみとめられたものの比率の低い年には，根拠なしと却下された陳

情の比率は高くなる。これは特に， 1905年と 1907年のウラジミノレ県，コスト

ロマ県の数値にはっきりあらわれている。

とはいえ，事態はこれだけですませられるほど単純ではなし、。関係労働者

数の多かった1905年一1907年について，却下されたものの比率が漸増し，ま

た，関係労働者数の少ない1908年一1910年について，却下されたものの比率

が漸増している。この動きが，工場監督官側の基準の漸次的厳格化によるの

か，労働者側の要求が制度の枠を漸次超えつつあることによるのか，すぐに

は判定できなし、。ただ1907年から1908年への転換は，工場監督官側の変化で

はなく，労働者側の行動様式の変化によって主として説明さるべきであろう。

工場監督官に取り上げられてのちの結果は二つ(1908年以後三つ)に分類

されている。和解ないし事由の消滅によって，労働者の要求の少くも一部は

満たされたとみられるものと，取下ないし未決などの形で，労働者の要求の
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一部主養成

克

1905 

1906 

1907 
jき08

1 1111  
128.651! 1001 20，030115.61 7ヰ，181157.71 24，463;19.01 9.97717..8 

1909 91.29911001 16.175117.7…8715751172764S4 
1910 88.523; 1 21，965:24.81 38. 922i44.0i 16，389118.51 11，247112.7 

(1908) 
ベテルブルグ 24，059 100 日 61g711創 3邸7115.2 2.711 12‘3 
モ スクワ 49.033 100 4.68719.61 30.653162.51 11.258123.0 2.435 5.0 
ワルシヤワ 13.470 100 乙962122.01 7.415155.01 2.293117.0 800 5.9 

キ ニ乙 ブ 9.762 100 955 9.8 6.374 65.3 1，328 13.6 1， 1 05 11.3 
えミボノレジ 6.638 100 1，239 18.7 乙83442.7 1.322 19.9 1，243 18.7 
ノ、ザコブ 25.689 100 5.441121.21 13.962154.41 4.603 17.9 1.6831 6.6 

(1905) 
ウラジミノレ県 M5I15Gi 15112;liimi235iMヤ号
コストロマ泉 5.3581 100 15612.91 4.424:82.61 778114.5 

(1907) 
ウラジミノレ賂

附 211∞j12吋 7li412Ml13T;|334
コスト口 T 累 15.2521 1001 4.004126.31 10.978172.01 27011.81 

満たされていないものである。 1906年の63.7%から1910年の44.0%まで，

の年就ごとに多少のバラツキはあるとしても，関係労働者のほぼ半数が和解

あるいは喜善治出滅とL寸結果をえていることは，帝政明シアのこの労務義政策

がある有効性を保持しつづけてし、ることをぶしている。しかし，個別的に分

析すると次のような姿もあらわれる O すなわち， 1905年のウラジミノレ県とコ

ストロ γ 県は，取し立てられた誘導出のうち，前者で72.6%，後者で85.4%が

根拠ありとみとめられたのであり，それと密接に関係して，関係労働者のう

ち却下されたもの，前者で2.5%，後者で2.9%にすぎなレが，和解ない

尚消滅は後:滋で82.6% もあるのに，新î~脅では23.6%にすぎなし、。つまり 1905
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年のウラジミノレ県では73.9%とLづ圧倒的部分が，工場監督官には同情され

ながらも労働者にとってよい結果のないままに留まっている。同じ傾向が，

1907年についてのウラジミノレ県， コストロマ県の数値の対比であらわれてい

るのであり，ウラジミノレ県の工場支配人側のとりわけ攻撃的な姿勢をここに

感じとってもよいであろう。

同じ第 117表に， 1908年を例にとって，こうした審査結果の工場管区別構

成をも示しておいた。和解および事由消滅の欄と部分的達成の欄とを合計し

てみるとどの管区も60%を超えており，この制度の積極的役割を示している。

ポボノレジ管区は，和解および事由消滅の欄は一番小さいが，部分的達成の欄

と合計すると，反対に一番大きくなる。管区別の差についてみると，もし各

管区について比較して，工場監督官の行動基準に差異がないと仮定すれば，

労働者が最も攻撃的なのはこの年度においてワルシャワ，ハリコフの両管区

であり，資本家が最も攻撃的なのはモスクワ管区である，ということになろ

う。

工場監督機関は，工場監督官のこうした労資紛争調整活動の成果について

慎重に反省している。 1909年版『報告集成』を通して，モスクワ県主任工場

監督官はのべている。「工場主も労働者も，以前と同じように監督官の助力を

求めにきた。若干の例外もあった。たとえば印刷業には， COlO3 pa60明 X

rpaφllQeCKUX llCCKyCCTBおよび COlO3BJIa瓦eJIb日eB THIIOJIllTOrpa中日首 とが.

存在したので，ストライキのさいに双方の代表者間の直接の交渉 rreperOBOp

がおこなわれた。しかし，たいていは，工業家と労働者との聞の敵意がつよ

し直接の交渉がほとんど不可能なので，介入は避けられなかった。この年

度はさいわいにして，労働者の要求がひかえ目なものであり，かつ従順で、も

あったし，また部分的には，地元権力が命令 pacrropmKeHlleでスト中の賃金

の補償についての一切の交渉を禁じたことの影響もあって，紛争の両当事者

の合官、はよりすみやかに達成され， 1905年におけるがごとき長期のストライ

キはほとんどおこらなかった。しかしまた，この年度には，工場監督官の真

の役割について労働者が無理解なこともあり，工場監督機関の調整活動に困
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難があった。労働者は監督官に・・・・・調停官ロocpe，aHljKをみようとせず，監

督官の側から自分たち労働者の希望を工場主に強制するよう期待し，あるい

はそう要求する。自分たちの希望に治う命令が監督から出ないとみるや，労

働者たちは，主任監督官のもとへ，特別市長官のもとへ，さらには県知事の

もとへと走り，そして，どこへ行こうと自分たちの要求を完全には獲得でき

ないと納得してはじめて，地区工場監督官の仲介のもとになされた譲歩をう

け入れたのであるJ，と。

ところで，この報告につづいて記載されているウラジミノレ県主任工場監督

官の報告は，もっと悲観的なトーンをもっ。いわく，調整活動は本質的に双

方の側からの信頼を要するものであるが，その信頼はこの活動の成功に依存

するのである。監督機関のメンパーが工場主と労働者との双方から信頼をか

ちとるような個々の幸運な事例もありうるではあろうが，そうした信頼を監

督官職に従事しているもののすべてに要求することはできぬ。しかも，調整

の成功のためには，双方に譲歩によって紛争を和解させようとする，いうな

れば善意が必要なのである。一方の側から， しつこい，しばしば誇大な要求

があると，他方の側では，最低の，まったくもって公正な譲歩さえ拒否する

ことがおこり，こう L、う場合に監督官の調整活動がしばしば無に帰するのは

理解されるであろう。大きな成功を収める真の調停官は，紛争調整室即日M-

rrpHTeJJhHaH KaMepa のような， 双方の側から選出されたメンパーが平等の

参加権をもって仕事に従事するような施設にゆだねるべきであり，発達した

工業中心地はそうした機闘を設置すべき充分の成熟がある。僻遠の文化的に

遅れた地域では監督官はこれまでのように活動すべきではあろうが，と。と

りわけウラジミノレ県の監督官がこのようにのベる所以は，第 117表からも現

解される。

ウラジミノレ県主任監督官の発言は，あたらしい労働者代表制を志向してい

る。ところでこの年度についての労働者代表制に関する報告は次のごとくで

あった。いわく， 1903年工場総代法は有効ではなし、。ベテルブノレグ県には，

φpaHKo-PyCCKHH 3aB の例のみ。し、ま一つ HeBCKHH造船所にも存在したが，
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これは自由にえらばれた労働者代表 nenyTaTblにとってかえられた。コグノ

県には 1つの大工場合めて 9工場に，ヴイノレノ県で工工場にそれぞれ存在し

たのみである。ハザコフ擦で苦情処理委桑会のごときもの押られか汁たが，

じきに畿止され，労働者の努力試採用解緩権をもっ労f勤者委員会の確立にむ

られた。

1908年牒 F報告集成Jはその年震について一般的に次のようにのベた。す

なわち，この年度試労縁者の細人的際績で，かつ事由が支配人艇の法違反に

よるものについては調停しやすかったが，集関白奇襲表議となるととくにむつか

しかった。工場主たちの装勢は繰歩などというものから迷く，工場麓督官の

活動は全く機滅的な中継機際的なものとなった，と。

この年度について興味深いのは，つづいて次のようなバタ…市における事

剖の紹介のあることであるG 石治業では1906年末にすでに資本家側，労働者

総各詩人をもって組織された委員会が予定され， 1908年 6月に第 1回会養護が

ひらカ通れた。この会議で労働者投笈ーがF パクー市のニつの最強の労働組令ft

よと要求してそのまま折りあわずに推移した。ところが附

じパク{市の勾繭， リトグラブ，製本業におし、ては労機協約繍印にまで進ん

だ。すなわち，1905年一1906年のストライキのやで，企業家たちは労働者の要

求をのんだが，しかしその約束を義行しなかった。労識者たちは企業家たち

が患分の義務を爽行しない，と陳情した。その様様をうけて臨持バタ

は双方の代表者よりなる評議co俊民部院を窃集して双方合議させよ，と1906

年末に主任工場監督官に委狂した。 1907年， 1908年と評議はつづき， 1909年

1月出日になって労働協約が調印された。この協定にはパク…市にある印題

関係26企業のうち19企繋が加わった。内容は，労1勝者の搬用，

労働時間，休日，時筒外労働，住居，法機扶助その他就業銀郎(工場内規〉

に通常ふくめられているすべての事閣に触れていた。また，企業家は，ノミグ

ー市の印劇労働者総会・ 06meCTBOTHnOrpaゆHQeC間 X，JIHTOrpaφ百四CKliX双

nepenJleTHblX pa60QHX ~付属の共済基金に，室長‘金支払総額の 1%な払いこむ

ことになっていた。同額が労働者の読議議および際警鐘に対しても支出ざる
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守ベし，とされた。この労働協約にひきつづし 協約にもとづき 5条から

なる紛争関数室規則的総双側問。I1PHM沼pHTeJIbHO首 KaMepとその狩裂が作

成された。これは労資双方から委員2名，委主員候補 2名づっさと選出しで詩草案

し，その議長はYJ.方の委員およ のもとに中立的人物を

もってあてる，というもので，バター特別市長官の認可なえて1909年 4月に

発効した。

労働運動が後退し，工場支配人の織からの経済的攻殺がつよ変るにつれて，

ちの鶏整語数は往年の力を回捜しはじめている o1910年版「幸設

から興支撃する記述を拾ってみよう。モスクワ宗主紐工場監桜官臼く，

調整活動は目だって増大した。多くの工場主たちが監督官の仲介を求めるば

かりか，労綴;者たちも監督官に信頼主f努せている。ウラジミル燥のあ

官Bく，労働者たちは奨在，外部からの影響なうけず，より健全に輯断する

ようになっており，工場監管官の総畿や仲介を互にめる。 るま

で工場管理部との交渉に入ろうとしない労檎者たちさえあった。ダ P ドメ

臼く，労働者たちは工場監瞥官を舘頼し，これを商く評仮iし

ている。監督官にたよらず裁判制度にたよることは絞らにとってはなはだ困

難である。ヲ L ブザシスク際立三佳工場監督官日く，工場監督官の調整活動は

とりもどした。労働者が大会な謂待望ど寄せていた労働総合が，資金澗

工場主側からの交渉相否等で全く機能停止しているゆえである。エカテ

手ノスラヴ県立三世工場裏宣告官日く，監督官の襲撃活動は充分成功会守に経過し

た。それは労働者の利益の侵擦が，監議官が支配人に資授を負わせうるよう

な法違反をともなっていたからである。

もちろんこの時期にも，鼓督官たちは自らの活動の誤界を関覚している。

ウラジミノレ県の監督官は，介入が成功するのは厳督官が法律や契約に依拠で

きる場合のみだ，とのベ，エカテりノス:;7

5之がともなわないとさ，成果は顕著ではない，といい);t;ドジ

官は，監督の待介は通常，労f勤者に対する，裁判所へ行けとの助言に終った，

とのべている。また，ワルシャワ係主任監督官は，工場主たちが工場監督官
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に問題をもちこむより法裁判制度を料用ずる方を好とのべ，サラトフ県

主監督官は，も もとになされるも

のであるとしたら，食業家たちの大ていは監督官の仲介在拒むで、あろう，と

のべているo

1909年版『報告集成j以降，ストライギの分析が含められることになった。

工場監督官によってストライキの動きが系統的に葉集されるようになって以

後の一般的動向は第 118表のとおりであるO ここで分析すべき1909年と 1910

年は， 1905年から1917年までの期間の中で，波の底2こ位寵する時期となって

いる。第 119表にストライキの工場管区損繕成をみると，発生件数はワノレシ

ャワ管区に多く，ついでボポノレジ管区(とくに1909年〉となっているが。

《
吋

M
7
1
内
ぺ
以

ηぺパ
v
n刈日
w

作、Jv
n
H
V
ハ
hυ

5

8

8

7

8

1

1

4

3

3

2

7

5

4

1

7

2

2
一

雪
u

つム

Q
U
を
3
1
'
7
h
ξ
J
V
T
E
n
J
q
u
T
l
母
》
守
パ
v
n
t
q
v
η
3
0
0
Q口
一

P

G

P

5

a

q

q

J

ハ
リ

ο
日
υ

…

n
u
n
u
n
s
q
υ
Q
U
1
8
η
L
A吟
雪

υ
n
b
A
2
守

i

n
り

つ

u
n
u
-
-
F
5
9
υ

一

ア
I
R
U
C
U
の
6
7
1
7
9
ペペリ

v
n
u
γ
i
n
U
7
1
n
u
p
b
q
L
考

E
E
G
l
w
q
d
丈

J

一

語

U
4
1
4
5

『
V

つ
〆
仇
ハ
b
d
5
G
u
-
-
A
“a
n
u
-
-
1
1
《

b
T
1
4
5
n
U
Aマ
一

a
d
今

J
w
f

の
3
?
"
ρ
む

F
G
A守
ハ

3
Q
υ
n
u
α
υ
λ
匂

ハ

b

R

d
に
J
7
f
句

f

一

戸

b

A
仏

1
m
h
v

ワ
ム
司
υ

ヨ
u
o
c
η
L
ハ

阜

ハ
U

A
吋

7
・
ハ
b
A
4
n
u
?
h
n口

宮
Jv

…

6
5
宅

i

7

1

1

1

1

3

γ

t

n

口

雪

u

一

つ

ん

弓

j

T

8

5

5

9

一

に
d

n〈
U
η
υ

ヨ
u
n
h
υ

つ乙

t

i

n

H

V

i

l

l

i

-

-

j

i

l

l

-

一

w
f
1
i
q
u
7
i

弓
υ
フ
f

つム

A
e

つ'h

つ乙

Q
U

臼
d

ハJ

A
匂

の

0

7

1

4

-

2

一

円

U
T
l
n
u
円

u
n
u
n
u
q
u
n
u
ミ
u
内
/
仙
宮
以
に
-av

つん

1
i
n
4
1
4
・
n
d
に
J

一

S

4

2

1

i

J

 

5

5

9

5

4

5

G

3

5

1

1

2

 

A
“-
1
i
Q
U
η
L
nむ

つ
ι

r
コ
ハ
む

n
3
1
2
7
f
q
u
A守
フ

郎

氏

U
官

J
V
η
u
q
u

一

T
i
今
4
1
1
1
l
g
i
喝

l

r
コ

口

叫

句

i

弓
u

n口
党

以

作

L

A
件

a
n
U
A今
に

J

一

三
3

乙
2

3

一

7
1
0
0

口
d
n
U
1
3
?
ω

号
υ

d
斗

R
V

ハ
む
ア
6

0

0

a》

η

U

1

1

2
令
υ
4
a

一

q
d
a
u
n
3
n
u
n
u
n
u
n
u

ハU
n
u
n
u
n
u
n
u
η
υ
?
1
1
1
1
i
宅

1

1

!

一

内
科
》
の
ハ
》
れ
x
v
n
w
u
n
w
u
n同
J
v
n可
ぜ

《

河

ν
n
u
J
V
ハ
M
J
w
m同
JwnwJW
《

u
i
v
n
%
u
n叫一
v
n同
JV
《
凶

JM
ハ川
JV
一

第 118~受ストライキ動向
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参加労働緩数

人 数

31，195 

29，5Tr 

1895 

1896 
2.01 

1.94 
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(件数〉

1 9 0 9 

1 9 1 0 

(参加者数〕

1 9 0 9 

1 9 1 0 

~ 20人

20~ 詩人

51~ 100入

101~ 500人

501~1000人

1000人~

~土手段

半日~2 B 

2 Eミ ~3 B 

3 臼~5 B 

5 B~lO 日

lO Eミ ~15 日

15 日 ~20S

初日~30B

30B~ 

言十

経済学研 第 2努

第 119表.ストライギ士場管区別構成

第 120表事業所規模別ストライ

15 155 

77i 43 1.131 
71 38 3. 1.4.93 
108 72 ヰ. 11， 227 

3.7 10，279 

9.6 22，338 

第 121袋綴絞日数別ストライキ分布

1 9 0 9 19 1 0 

118 68 

42 27 

56 36 

77 34 

16 16 

8 11 

ヰ 4 

10 2 

340 222 
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加労働者数でみるとそスクワ管庶が半数をしめている。これはもちろん労働

者の集積度がしからしめるところであるが，加えて労働者の集中皮にも

されているとみられる。第 120

ちろん小規模なところに比して，

られるよう広，大規模な事業所ではも

るストライキは大きなものになりや

すし、し，スト発生接援をが高い。ストライキの波の底にさ当る年度でも， し000

人以上規模の築業所ともなると，その 1割近くにストライキが発生している。

もちろん，大きな事業携におけるストライキだからといって，必ずしもその

規模が大となるわけではないが，スト参加者数も大事業者におけるストライ

キにおし、て大となっている。

121表にストライキの継続器慌をみると，両年度ともに半日から念日，

つまり 1日前後のところが頻護大である。 3日から訪日までのストライキも

無視でgない大きさを占めている。第 122表にストライキの発生月別分布マヒ

みると， 1909年についてスト参加殺数は 3月，5R多 8月に多く， 1910年に

y:l JJIj 

第 122表発生Y:l1mストライキ構成

ス ト 参 加 え 告数

今
/
白
内
べ

v
a
4‘
p
h
J
V

金 体

1909 1910 1909 1910 

ヰ.029
3.173 
1.295 
1，660 
4.807 
2，493 
6，574 
4，722 
4，920 
7，199 
4，295 
1，456 

46;623 

1910 

6 1 

7

3

9

凶

行

ロ

会計

同一マ数字は渡業部門



66 (322) 経済学研究薬害26巻'然2号

第 123羨 政 治 久 ト ラ イ キ

スト参加者数
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第 124袋 経 済 ス ト ラ イ キ

スト件数 スト参加者数

22 

2，300 

3.777 

1910 

ヰ，029

3，173 

1，295 

1，660 

3，352 

2，493 

6，552 

4，722 

4，920 

7，199 

1，995 

1，456 

42，846 
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Jついては 7月からぬ丹支での夏期に多し、。霊薬部門別の集計もあるので，同

表には綿工業務門(1)と金隣工業部門〈咽〉を特記しておいた。これによ

り 8丹のストライキは綿工業部門に多く， 11月とか 1月とかのストライ々

は金属工業部門に多いことがわかる。

ストライキの月別提議はストライ々の性格によって異なった様一樹を示して

いる。政治ストライ々と経済ストライ'f-とをじま加すると，政治ストライ今は

特定の丹に集中しているのにたいし，経済ストライキは令月に分布している。

政治ストライキの集中している 5月誌メ…デーのある見であるO 続済ストラ

イキはより分散しているが，件数の方でみるとやや護期にウエL イトがかかっ

ている。農民出稼労働力の市場がひきしまることと関係づけることも可能で

あろう。

工場拡替機鴎によって採用されたストライ の分類表が第 125表でる

る。この分類によってストライキな原因別に構成したものが第 126表であるO

件数，参加潜数， ;j:鈴失労働日数いずれをとってみても賃金会主要原閣とする

ものが支配的である。注討すべきは脈問 lと繁昌 2の対比である。前滋は労

働者側が攻撃的な原憾といえるし，後者は資本家側が攻態的なものといえる 0

1909年についてみると，ストライキ件数は前者の方が多いのにスト参加殺数

および損失労働政教は後増設の方が多し、。大卒業所において藤主側の攻勢がつ

づいていることを涼しているものであろう o ところが1910年になると，全体

としてストライキは一層低調になっているのに，前衰の方がスト参加者数お

よび損失労働日数につし、て大きいことになっている。ストライギの援の農で

労働者が反撃に経じたということであろうか。労働時間に関するストライキ

も，原田 4と原思 5との摘には，労資のいずれがより攻撃的かで，賃金に

罰する原閤 1と露関 2との関係と ものがあるであろう。そして， 1909 

年と1910年の比較について込よく似た動きがみとめられるのである。

第 127表は， 1909年と1910年のストライキ件数を合計して， 1筑間別，月期

に構成したものである。労欝者側が攻撃的な東関 1と原悶 4によるものがあ

きらかに渡期にかたよって発生してし、ること，これに対してj京国 2と原国 5
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第 125薮 ストライキ原悶分類表

大分類 分 類 17IJ 刀可 綴 景d子

A 賃 金 労働者側からの 毒素の明書家な日給苦 乗整役ご[・婦人

-徒弟の殺低賃金総立。貸率.t必来高毎ゑ
錨引上げ〔結合療僚は 1 3と表示〉。

!lJHi雀な媛定のない賃とげあるいは絞済

1-4と表示〉。近

隣諸工場と章受ま設をそろえよ G

2 会業主俊~からの
主主w下げへの不満

3 集会制度への司王

言誇

!との支払いへかえる希齢賞与，有

体;雪渓，解腹手当二週鰐分要求。

、への不満。支払的潟へ

の不満，製品検査による食会段除，原

料のづく去設や低1111位，作業への仕掛条件，

|賃金低下等への不満。

3 O以前の賃金・

ストやの重要食要

ミK
5 労働時間 ヰ 労働者側からの

時間短絡要求

5 麗::tからの時間 待問タヤ労働への不満も含む

たは時間

短縮への不満

6 労働時間肋I9時間2 ら8時間3交努への移

の不議 行希望。体臼前夜の労働時間鋭緒。深

夜業，休慾，引きw緩め号事への不満。

B 幾多発場内 7 罰金時金援除|欠勤乃持続作業，馴への罰金・

秩序管 への不満 控除への不満，
理部の人
物や彼の s 惨殺秩序への本
行動への 治3
不満，ゑ
活と労働
の条件
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大 分類| 分 類 タu 万立 備 考

ヨ 労働環境の不鍛 空裂さ，換気の悪さ， d突き，I水質等

10 生活条{牛現物給 疾病手当，妊娠扶助，

そ子への不満 住ぎと手当士制日医療扶助，浴場号事の欠如

または不備への不満。

10 O 労働者ー代表制 労{数進言の採用，解際， 労{勤務の

要求 格付，労働秩序その他への介入・参加，

の参加の権利も

つ総代・労働者委・代衰の選出要求。

F その他 111 当率表の慾おこ i修灘原料不足 e破損のための操業休止

よらぬもの 賃金欠配へのおそれ。

12 原悶本務および 理由なしの，しかしー絞的な政治的示

綴芸量的なもの 威と総びっく ト。{惚の事業所の

労働者，若手衆，アジデーターの1J!iJからの

強制，脅迫・暴力，第三者の教唆，ウぬ

ンカ，労働寝中でのドfJ意ない民族的，

党派的な反問，その他。

12 O示滅的・政治 示威，政治的滋出要求，役会主義主的要

主主， メーデー他。

とおりに拠附すること 1913匁絞

ナるスト |への不滅，金事業所に共通の基金設立から追加

希望，

によるものがどちらかと営えば若手期にかたむいていることか読みとりうるの

である。

工場藍Y議官統計でおもしろいのは，結架:別ストライキ集計があることであ

る。第 128淡がそれで、ある。結果が中立というのは政治ストライキについて

のものである。ストヅイキの援の底にある時鎮であるから，腹立三に有料に終

結したストライキが!件数からみても参加労働翁数からみても大きいことは

る。また，労議義務が有利に終結したストライキの 1件当り参加者数

の小ささは，ノトざい事業所では労!勤務‘にとって自分たちに布料な力関係をつ
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ス 療関
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126 
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経済学研究第26宅金策2号

翼席 126表原殴別ストライキ状況

スト参加表数 損失労働日数
一一一一一γ一一一一一

1910 

205.953 

110，049 
40，454 
55，ヰ50

17，084 

3，165 
2，506 
11，413 

2号，599

10，198 
19，167 

234 

3，749 

11 

3，738 

256，385 

くり出すことにやや容易で、あった，ということを示すであろう o 相互譲歩に

よりま寺結したスト汐イ正予が，他のケ…スに比して 1件当り参加者数が多く

なっているのにも住読される。競撲の大きいストライやは，藤主にとっても

打撃大きく，産業民主主義への傾斜を示さずにはおられぬ，ということであ

ろうか。

129表は， 1909年ど 1910今:の数値の合計をど月期結果別に構成したもので

ある。両年撲はストライ々の件数の少ない年であるので，この淡の数憶は側

窓リストライキの動きの影響をつよくうけている。 3丹に，相互譲歩で終結し
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第 127袋線国別f:l別ストライキ構成 (1909・1910)

第 12喜 茨 結 巣 別 ス ト ラ イキ状況

労働者有利

裕 1i譲歩

雇:i:に有利

中 立

三ト

スト 11件当り参加者

1910 

89.0 
261.2 
213.3 
536.4 
210.0 
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第 129表結然別月別ストライキ機成 (1909ペ910)

結果 スト件数 スト参加者数

月 z君事i板互譲歩君主治
5，630 

2 6: 5 1，2き5 2，750 

3 3 2 101 9，375 3，825 

4 7 5 456 1，076 1，503 

5 8 9061 ヰ，339 7，525 

6 25 224 2，352 2，591 

7 15 30 2，881 3，476 

8 11 11 51 468 9，102 

9 11 12 1，186 4，412 

10 ヰ 123 7，035 

11 6 10 701 1，628 

12 5 13 422 3.169 

たストライキの参加者が 9，375人ときわだったて大きいのは， 1909年に木綿

工業部門で露器 2を主要なものとする 1件のストライ中が参加者 9，344人を

もって相互譲歩で終結したことによるものである。労働者に有利に終結した

ストライ伝子が7月に51件と多いのは， 1909年に木材工業部門で34件(1，480 

人〉のストが労{勤者に宥科に終ったことによる。その大多数は長芸能 lによる

ものと諸表の突き合せにより捻定される。労!動者に有;f1Jに終結したものの中

でみらだつのは， 2)ヲに工件，木綿工業で、震鶴 8にかかる 1，077人のストライ

キで、ある。媛主に有利に終結したものが8月に51件と多いのは， 1叩90的9年に三羊手

宅エ業

は!原京閤 lによるものでで、あり，継続日数は王子均 5目前後であったと推定される。

第 130表は，経済ストライキのみについてみたときの産業部門別ストヅイ

キで、ある。持シア・ヅロレタザアートの主力部隊が木綿工業の労働者合中心

とする繊維労働者であり，ついで金縮工業の労働者であったことは-0瞭然

である。その主力 2部門について， 1909年と1910年のスト参加者数合，原密

封結巣別に構成してみたのが第 131表である。原悶 1および、4についての相
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第 130表産業部門別ストライキ分布

皇室業部門
スト議参加者数

1908 1909 1910 

31，301 29， 18，364 
II 58 3.649 2.899 
III 3 643 861 
IV 41 7 8，254 2，570 1，442 
V 11 222 214 1，503 
VI 8 790 1，410 769 
VII 23 3，120 2，447 1，715 
VIII 69 41 11.849 5，616 8，018 
IX 31 23 3，163 1，574 1.438 
X 42 19 1.863 432 1.985 
XI 22 11 g 3，154 1. 226 1，953 
XII 15 日

2 ，凹記O~可87114i五，215Ml1il「五瓦g9$肘5 XIII 63 20 g 12， 

83， 

第 131表原因別総泉別ス トライキ緩成

く1909・1910，スト参加送数)

労織
に手ぎ

結
果

オミ総工業 金 総 工 業
四 γωω叩叩同町ー一~一…いすF

労働者 i棺互譲歩 i緩主にに有 fUI 4 "，_"'-IW< '3" I有利

A 

B 

2 12，234 7，766 213 1 ，593 

3 698 8，491 44 879 

ヰ 578 8 91 

5 220 1，124 12 274 

5 1.613 681 477 

7 480 

8当
350 489 

s 1，077 1，793 2，989 587 3，383 

!。 107 

B 
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互譲歩は，やや労働者に有科，原因 2およびらについての

ヨ三に有矛IJと評織することがでをる。が，いずれにしろ，結果についてみたと

きにも，これら附年度における醸志の優勢ははっきりしている。

専制の官僚としての工場鮫督官は，政治ストライゃによる損失労働回数の

小さいことに(第 126表〉安心し，かつ，次のようにのべているo 1909年の

ストヅイキに開揺して，労働者のー怒解議191件，労働者全部解毅18件，

-流JfIJ13件，軍隊・警鎮の召致10件が発生したが，このデータは， 1909年の

ストライキが大部分平和的に推移したことをど示しているO さ暴力・破壊活動は

なかった。却えて，箪隊ー饗察といっても，ほとんと警察であり，かつ予防

的なものであったし，全員解聴事件のうち 3件では，解雇労1勤者拭再磁用さ

れた，と。

その他，['報告集成j さ として次の二つを附記す

~o 

よその 1，ヴイッデブスク際主任工場最督官の報告によれば，このま滋の17の

労鱒組合のうち15がユダヤ人のものであった。ユダヤ人j苦住区を背景にしな

がら労働者の75%をユ夕、ヤ人でまかなっていた品〆ャ人経営のタパコ

は，ユ〆ヤ人を啓速して正予ヲスト教徒を聡いはじめたっl1907年)。

その 2，1908年， ヲュブリンスク燥に p シアでは他にみられないあたら

しい露見立による株式会社形式で 2つの砂縮工場がゥくられた。全事務教員

と金常用労働者とを株主とするもの，および金事務職践と常用労働者の一部

分を株主ミとするものとでるる。ワルシャワ管区工場監督官が工場管理部から

聴取したところによると，ょこの方式は労資関係の安定に役rrつ。

1) 1906年版 CBOjl，IX賞。

2) 間前， X賞。

3) 1908年絞 CBO立， 016:夜。

4) 同前， 017頁。

日間前， 017→018演。

時間誌 01ト 019J変。

7) 1906年版 CBOjl，お-XII賞。
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8) 間前， XVI-XVJ変。

の 1907年肢 C諮問， XV頁。

10) 間前， XV-XVI]言。

11) 1908年版 CBOん 021]至。

12) 附言IJ，025;言。

13) 間前，同友ぉ

14) 1909年版 C諮問， XX-XXIJ要。

15) 1 C話。ぷ， XVII来。

16) 1907年版 C詰0)1" XIV支。

17) 1 CBO)1" 023J定。

18) 1 C器材， XXII::g。

1 g) 19101f'絞 C話。ム XLVIII賞。

20) 1906年版 C諮問， XV京。

21) 1 C話。瓦， XXII主要， C詰Oll.， XLVIIJ変。

22) 1906年版 CBO.ll， XIV…XVJ葉。

23) 1 CBOll.， XL VIII賞。

24) 1 CBOll.， C詩。瓦， XLVII真。

25) j907{ド版 C船ぷ， XII賞。

26) 1 CBOぷ， 022]室参 i CBOぷ， XXIII丸 1910年版 CBOll.， XL VIIIo 

27) 1 CBOム XLVIIl文。

28) 1908年版 C諮問，

29) 1910年続 C障問， XしVIII-XLIX真。

30) 1909年版む似， XXI← XXII賞。

31) 1906年版 CBO兵事 XVIII京。

32) 同前， XIX]更。

33) 間前， XIX-XX瓦。

34) 19C8年絞 CBOll.， 027… 028資。

35) 同前， 028-03QJ室。

36) 1910年版 C室。ふ LI-LIII見

37) 阿部， I可真。

38) 1909年版 C語。瓦，口X主要。

39) 1907年版 CBO瓦， VIII予言。

40) 1908年版 C富山， 090真。




